
令和２年６月１日 

 

令和２年度過剰木材在庫利用緊急対策事業の概要について 

 

※この資料は令和２年度過剰木材在庫利用緊急対策事業助成金公募要領（２全

木連発第３７号）を抜粋してとりまとめたものであり、詳細について公募要領

をご確認願います。 

 

１．事業概要 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた輸出の停滞等により丸太・木材製

品の在庫量増加等の影響の生じていることを受け、公共施設（構造材、内装材）

や公共の場に設置される外構部等における木材の活用を支援 

 

２．対象となる施設 

（１） 地方公共団体、災害対策基本法に基づく指定公共機関の施設が整備する

公共の用又は公用に供する建築物やそれらの外構（塀や柵、デッキ、遊具等） 

（２） 民間事業者が整備する学校、老人ホーム、保育所、福祉ホームその他こ

れらに類する社会福祉施設、病院又は診療所、体育館、水泳場その他これらに

類する運動施設、図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設、車両

の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又

は待合いの用に供するものやそれらの外構（塀や柵、デッキ、遊具等） 

 

３．助成対象となる木材製品 

 申請件数が３件以下の場合は構造材、内装材ともに JAS 材である必要はあり

ませんが、４件目以上は JAS 材に限定され、取組事業者がクリーンウッド法に

もとづく登録を受けている必要があります。 

なお、外構材は使用される箇所により JAS 規格の性能区分の K３、K４、AQ 認

証の１種、２種の処理を施したもの、木材保護塗料等による処理を施したものが

対象となります。 

 

４．助成額 

（１）構造材 

 延べ床面積に３９，０００円／㎡に乗じた金額と、構造材利用費（仮設工事費、

基礎工事費、木工事費及び内装材料費の合計）に１／２を乗じた金額を比べた場

合の低い金額（１，０００円未満切捨て） 

 

（２）内装材 

①壁及び天井に使用する場合 



 内装材利用面積に１２，０００円／㎡を乗じた金額と、内装材利用費（仮設工

事費、内装仕上工事費の合計）に１／２を乗じた金額を比べた場合の低い金額

（１，０００円未満切捨て） 

 

②床に使用する場合 

 内装材利用面積に７，０００円／㎡を乗じた金額と、内装材利用費（仮設工事

費、内装仕上工事費の合計）に１／２を乗じた金額を比べた場合の低い金額（１，

０００円未満切捨て） 

 

（３）外構材 

①助成対象物件の塀または柵に使用する場合 

外構材利用延長に１７，５００円／ｍ（クリーンウッド法に基づく登録木材関

連事業者から木材を調達する場合は３０，０００円／ｍ）を乗じた金額と交付申

請時に申告する外構材利用費の金額を比べた場合の低い金額（１，０００円未満

切り捨て、上限３，０００万円） 

 

②助成対象物件の塀または柵以外に使用する場合 

木材利用製品量に１００，０００円／㎥（クリーンウッド法に基づく登録木材

関連事業者から木材を調達する場合は１５０，０００円／ｍ）を乗じた金額と交

付申請時に申告する外構材利用費の金額を比べた場合の低い金額（１，０００円

未満切り捨て、上限３，０００万円） 

 

５．助成金交付までの流れ 

①事業申請書を（公財）石川県木材産業振興協会（以下、木振協）を経由して（一

社）全国木材組合連合会（以下、全木連）へ提出 

②全木連において審査の上、助成事業の採択を決定し、審査結果を通知 

③審査結果通知を受領後に工事に着手 

④工事完了の日から１ヶ月を経過した日又は令和３年２月２６日（金）のいずれ

かの早い期日までに、助成金交付申請書と付属資料をあわせて木振協を経由し

て全木連に提出 

⑤全木連において審査の上、交付すべき助成金額を確定し、交付決定を通知 

⑥取組事業者は、交付決定通知書を受領後、助成金交付請求書を全木連に提出 

 

（留意事項） 

・申請は建築確認申請等において施工者として確認ができる者が行うことにな

っておりますが、施工者として確認できる者から助成事業に申請する権利の委

譲を受けた場合はそれ以外の者であっても申請が可能となっております。 

 



・事業申請書の全木連への提出期限は、令和２年６月１日（月）から令和２年

１０月３０日（金）１７時までとなっております。 

・全木連からの審査結果通知書に記載された日付より前に現場の工事に着手し

ている場合は助成対象外となってしまいます。 

 

６． 各種様式等の入手先 

 下記のサイトから、公募要領や申請書様式などがダウンロードできるように

なっております。 

 

過剰木材在庫利用緊急対策専用ＷＥＢサイト https://mokuzai-zaiko.jp/ 

 

 

７．問い合わせ先 

 

公益社団法人石川県木材産業振興協会 

〒９２０－０２１１ 石川県金沢市湊２丁目１１８番地１５ 

電話 076-238-7746 FAX 076-238-7725 

Emai iskenmoku@kenmoku-ishikawa.jp 

 

 

 


